
 
 
 
 
 
 

 

全国労働衛生週間に向けての取組について 
 

○  厚生労働省では10月1日から7日までの間、「全国労働衛生週間」を実施し

ています。「全国労働衛生週間」は、労働者の健康管理や職場環境の改善等を目

的に昭和25年から毎年実施しているもので、今年で69回目を迎えます。 

○  岡山労働局（局長 千葉登志雄）では、全国労働衛生週間準備期間である9

月1日から9月30日まで、事業場における労働衛生管理活動の一層の促進を図

るため、次のスローガンの下、労働災害防止団体や事業者団体へ本取組に係る

支援・協力要請を行い、各監督署においても安全衛生パトロール、働き方改革

セミナー、衛生管理講習会を実施するなど、安心して働ける健康職場づくりの

ため集中的に取り組んでまいります。 

平成30年度「全国労働衛生週間」スローガン 

こころとからだの健康づくり みんなで進める働き方改革 

○  重点事項 

☞ 過重労働による健康障害防止のための総合対策の推進 

☞ 労働者の心の健康の保持増進のための指針等に基づくメンタルヘルス対

策の推進 

☞ 治療と仕事の両立支援対策の推進に関する事項 

☞ 化学物質による健康障害防止対策に関する事項 

☞ 石綿による健康障害防止対策に関する事項 

☞ 職場における腰痛予防対策指針による腰痛の予防対策の推進 

☞ 職場における受動喫煙防止対策の推進 

☞ 「ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン」に基づく熱中症予防対  

策の徹底 
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